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 テーマ２：文書管理

検証、見直しの視点 見直しの方向性及び検証結果等 

(1)  山形県文書管理規程で管理

する文書の範囲

・原則、紙文書を管理するとい

う規定は妥当か。 

（本県の状況） 文書管理規程上の「文書」と情報公開条例上の「公文書」の定義が異なる（別紙）。 

（他  県） 約半数が、情報公開条例の定義と統一(本県の情報公開条例上の「公文書」の定義に相当）  

(2)  電子文書（データ）の取扱

いのルール 

・電子メールなどをどの範囲で

管理すべきか。

（本県の状況） 電子データ等の管理について、明確な規定がなく、管理が不統一 

    (1)の見直しを踏まえ、電子文書も紙文書と同様の管理が必要 

《方 向 性》  政府の改正ガイドラインを受けた各府省の文書管理規則の改正動向等を踏まえて、具体的な管理方法

等を整理（第４回以降） 

(3)  文書（記録等）の作成範囲

等

・どのような文書（記録等）を

作成し、残すことが妥当か。

（本県の状況）  文書管理規程に、文書の作成義務の規定なし（「事務の処理は文書で行うことが原則」のみ） 

（政  府） 昨年末にガイドラインを改正（「内部の打合せや外部との折衝の記録の扱い」などを規定）      

（他  県） 約半数が文書の作成義務を規定（公文書管理法第４条本文（※１）に準じた規定） 

※１ 行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証 

することができるよう、軽微なものを除き、文書を作成しなければならない。 

《方 向 性》 内部の打合せや外部との折衝の記録の取扱状況などについても今後の各府省の動向を踏まえて整理

（第４回以降） 

《改善案》 文書管理規程の「文書」を「公文書」に改め、情報公開条例の「公文書」の定義に統一

《改善案》 文書管理規程に、公文書管理法に準じた「文書の作成義務」の規定を整備
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委員から次のような意見が出された。これらについても第４回以降に検討する。 

１ 公文書管理に関する条例の制定について検討してはどうか。 

２ 管理する公文書の範囲が広くなるため、混乱が生じないように個人管理文書と区分すべき。 

３ 国の公文書管理委員会のような第三者機関の設置を検討してはどうか。 

４ 各部署で文書管理をしている上でのコンプライアンスのチェックを行うべき。 

検証、見直しの視点 見直しの方向性及び検証結果等 

(4)  文書の保存期間の妥当性及

び明確化 

(5)  廃棄する場合の判断 

・保存期間（基準）は適切に設

定され、適切に判断できる明確

な基準であるか。 

・保存期間（基準）を踏まえた

廃棄がなされているか。 

（本県の状況） 文書管理規程では、文書の保存期間を１年～30年に区分（保存期間を定める文書類型35） 

         保存を要する文書は「処理の完結した文書」と規定、また、文書の保存期間を延長する割合が高い。

（政  府）  文書の保存期間を１年未満及び１年～30年と規定（決裁前の文書も公文書となり得る。） 

          改正ガイドラインで、保存期間を１年未満にできる文書を７種類列挙      

（他  県）  保存期間を定める文書類型が、より詳細なところが多い。 

《方 向 性》 ○保存期間を定める文書類型をより詳細に区分 

○保存期間の見直し ①「永年」、「法令等で定める保存期間」等の区分の新設  

②文書の保存期間を延長する場合の文書主管課への協議手続の新設 

③文書の保存期間の起算点の明確化                        （第４回以降）
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（別紙） 

個人的な執務の参考資料 

（個人メモ等の個人管理文書） 

『文書』の範囲等のイメージ図 

保存期間１年未満の

文書 

政府の公文書管理法による「行政文書」 

政府の行政機関情報公開法による「行政文書」 

山形県情報公開条例における「公文書」(※) 

山形県文書管理規程で保存を要する「文書」 

決裁・回覧後の処理の完結した文書のみ

紙に出力しない電子

データ等の電子文書 

決裁途中・未施行な

どの処理の完結して

いない文書 

（※）山形県情報公開条例で規定する「公文書」の定義（第２条第３号）
公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真その他情報が記録された規則で定める記録媒体(フィルム及び電磁

的記録媒体)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの 

ロ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

8



9



10



11



テーマ ７ ： 会議等の公開    

検証、見直しの視点 見直しの方向性及び改善案 

 「審議会等の公開に関する 

指針」の妥当性 

ア 対象となる会議の範囲が

適切か。 

（本県の状況） 指針（趣旨） 審議会等が県の政策形成に果たす役割に鑑み、会議等を原則公開 

（対象） 附属機関、要綱等に基づく協議会等（外部構成員を含む）        

         ・要綱等でなく「個別の決裁に基づく」協議会等は対象外だが、政策形成過程に影響あり 

（ 他 県 ） 41団体が本県とおおむね同様の一方、２団体が「個別の決裁に基づく」協議会等も対象 

イ 現行の非公開基準が妥当

か。 

（本県の状況） 基準１ 情報公開条例に規定する不開示情報に関し審議会等を行う場合 

・情報公開条例の不開示情報は、不開示とすべき情報を客観的かつ合理的に定めたもの 

         ・公開により不利益や支障が生じることが明確 

______________ 基準２ ①率直な意見交換が不当に阻害  ②意思決定の中立性が不当に損なわれる 

③県民等に不当に混乱が生じる  ④特定の者に不当に利益･不利益を及ぼす 

・①～④は、基準１以外で、公開により議事運営に支障を及ぼす具体的なおそれを規定 

         ・公開により①～④のおそれがある場合は、非公開が妥当 

（ 他 県 ） 基準１及び２ともに、他の都道府県もおおむね同様の基準 

 適切な運用の確保

･ 非公開基準への適合は 

適切か。 

（本県の状況）  庁内調査により現在対象となっている会議（342件）の公開状況を把握 

《改善案》 現在の対象に、政策形成への関与が認められる「個別の決裁に基づく協議会等」を加える。

《改善案》 ・調査に合わせ非公開理由について運用の精査を行い、20 の会議を公開又は一部公開する 

こととした。 

・会議を非公開とする場合は、非公開の理由をホームページ等で具体的に明示する。 

《検証結果》 非公開基準については現行基準のとおりとする。 

       （基準２については、「客観的に明らかな場合」などの運用を行うこと）
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テーマ９：記者発表などによる情報提供 

検証、見直しの視点 見直しの方向性及び検証結果等 

(1) 県民が求める情報の提供の

実現 

・県民のニーズを踏まえ、必要

な情報が提供（記者発表等）

されているか。 

（本県の状況）  

・県から報道機関に対する県政情報の提供（パブリシティ）は、下記４手法により実施 

①知事記者会見における発表、②知事コメントの発出、③部局の記者発表（記者レク）、④プレスリリース 

・H29県政アンケート結果では、『県の情報発信について、更に「充実してほしい」または「充実すべき」と思う分野』

の上位は「医療・介護・福祉」「観光」「まちづくり」「子育て」「防災・救急」「交通インフラ」 

ま 

(2)  適切な方法での情報提供 

・発表や資料提供などそれぞれ

の手法が適切に活用されて

いるか。

（本県の状況）  

・県政アンケートによれば、県が行っている情報発信に対し、「評価する」「評価しない」は半々の割合。県の情報発信の

手段として「更に充実して欲しい」ものはテレビ、新聞である （パブリシティが充分でない可能性）。 

・上記４手法のうち、「部局の記者発表（記者レク）」が、他県と比較して少ない。 

・「プレスリリース」は、訴求力がない、タイミングが悪い（事案の直前）など、「取り上げてもらう」ための努力不足

のものがある。 

・これまでの傾向で、テレビ局が取材した案件はニュース映像として、各種計画、予算決算など分析が必要な案件は活字

媒体として、それぞれ取り上げられる割合が高い。 

《方 向 性》 文書管理規程の見直しを踏まえ、情報公開条例の対象となる公文書についても明確化 

《改善案》 

○特に、県民等のニーズが高い分野の情報を中心に、情報発信を強化 

○各部局の新規施策、重点事業については、情報発信を強化

《改善案》 

○「情報が届いている」と評価されるよう更なる情報提供に注力。特に、報道機関の関心が高い案件、社会的に関心

が高い案件については、動向を的確に捕捉し、本県の状況や対応等について記者発表（記者レク）を行うよう改善 

○他県で行われている記者発表案件は、本県でも各部局が積極的に記者発表（記者レク）を実施するよう改善 

○テレビ、新聞で取りあげてもらえるよう、計画的で、媒体を意識した訴求力のある情報提供を実践 

（パブリシティ以外にも多様な媒体を活用し、県民に必要な情報が届くような情報発信に努める。）
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４ 今後の予定 

○ 引き続き今年度、委員会を数回開催し、残りのテーマについて協議を進める。 

○ 秋頃を目途に、すべてのテーマについての検証結果・改善案を提言する。 

委員（敬称略、五十音順） 

伊 藤 眞知子（東北公益文科大学教授・大学院公益学研究科長） 

稲 葉   馨（東北大学大学院法科研究科教授） 

小笠原 奈 菜（山形大学人文社会科学部准教授） 

中 山 眞 一（公認会計士） 

西 村 真由美（大和証券株式会社山形支店長） 

長谷川   泉（株式会社山形銀行総合企画部部長） 

星 川   務（公益社団法人日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会直前会長） 

三 澤 香 織（個人事業主） 

峯 田 典 明（弁護士） 
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